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－１－ 

平成２７年第１回鳴沢村議会定例会会議録 

平成２７年３月１０日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集され

た。 

１、応招議員 

   １番 小 林 昭 一     ２番 渡 邊 政 司 

   ３番 渡 邊 明 雄     ４番 佐 藤 博 水 

   ５番 田 中   稔     ６番 三 浦 利 雄 

   ７番 渡 辺   泉     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 渡 辺 久 男    １０番 小 林 茂 澄 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林三郎 総務課長 渡辺千秋 

 税務課長 渡辺安司 企画課長 渡辺伸一 

 福祉保健課長 渡辺英博 住民課長 渡辺一博 

 振興課長 三浦寿得 会計管理者 佐藤政中 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

７、会議事件 

 報告第１ 号鳴沢村新型インフルエンザ等対策行動計画改定の件 

 議案第１ 号鳴沢村教育長の職務に専念する義務の特例に関する 

       条例を定める件 

 議案第２ 号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を 



－２－ 

       改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

       条例を定める件 

 議案第３ 号鳴沢村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並 

       びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効 

       果的な支援の方法に関する基準を定める条例を定め 

       る件 

 議案第４ 号鳴沢村地域包括支援センターの人員及び運営に関す 

       る基準を定める条例を定める件 

 議案第５ 号鳴沢村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関 

       する基準を定める条例の一部を改正する条例を定め 

       る件 

 議案第６ 号鳴沢村保育所における保育に関する条例を廃止する 

       条例を定める件 

 議案第７ 号鳴沢村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

       の利用者負担額等に関する条例を定める件 

 議案第８ 号鳴沢村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関 

       する基準を定める条例を定める件 

 議案第９ 号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第１０号鳴沢村行政手続条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第１１号鳴沢村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す 

       る条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第１２号鳴沢村介護保険条例の一部を改正する条例を定める 

       件 

 議案第１３号鳴沢村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備 

       及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

       る条例を定める件 
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 議案第１４号鳴沢村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人 

       員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ 

       ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 

       に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を 

       定める件 

 議案第１５号鳴沢村地下水資源保護条例の全部を改正する条例を 

       定める件 

 議案第１６号山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散の 

       件 

 議案第１７号山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に 

       伴う財産処分の件 

 議案第１８号山梨県市町村総合事務組合規約の変更の件 

 議案第１９号富士吉田市外一市二町四村一組合指導主事共同設置 

       規約の変更の件 

 議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補正予算（第７号） 

 議案第２１号平成２６年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

       （第３号） 

 議案第２２号平成２６年度鳴沢村簡易水道事業特別会計補正予算 

       （第４号） 

 議案第２３号平成２６年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

       ４号） 

 議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予 

       算（第３号） 

 議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予算 

 議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保険特別会計予算 

 議案第２７号平成２７年度鳴沢村簡易水道事業特別会計予算 

 議案第２８号平成２７年度鳴沢村介護保険特別会計予算 

 議案第２９号平成２７年度鳴沢村介護予防支援事業特別会計予算 
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 議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計予算 

 発委第１ 号鳴沢村議会委員会条例の一部を改正する条例を定め 

       る件 

 同意第１ 号鳴沢村教育長の任命に同意を求める件 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

       村長所信表明 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  報告第１ 号鳴沢村新型インフルエンザ等対策行動 

             計画改定の件 

 日程第５  議案第１ 号鳴沢村教育長の職務に専念する義務の 

             特例に関する条例を定める件 

 日程第６  議案第２ 号地方教育行政の組織及び運営に関する 

             法律の一部を改正する法律の施行に伴 

             う関係条例の整理に関する条例を定め 

             る件 

 日程第７  議案第３ 号鳴沢村指定介護予防支援等の事業の人 

             員及び運営並びに指定介護予防支援等 

             に係る介護予防のための効果的な支援 

             の方法に関する基準を定める条例を定 

             める件 

 日程第８  議案第４ 号鳴沢村地域包括支援センターの人員及 

             び運営に関する基準を定める条例を定 

             める件 

 日程第９  議案第５ 号鳴沢村指定地域密着型サービス事業者 

             等の指定に関する基準を定める条例の 

             一部を改正する条例を定める件 
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 日程第１０ 議案第６ 号鳴沢村保育所における保育に関する条 

             例を廃止する条例を定める件 

 日程第１１ 議案第７ 号鳴沢村特定教育・保育施設及び特定地 

             域型保育事業の利用者負担額等に関す 

             る条例を定める件 

 日程第１２ 議案第８ 号鳴沢村放課後児童健全育成事業の設備 

             及び運営に関する基準を定める条例を 

             定める件 

 日程第１３ 議案第９ 号鳴沢村職員給与条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第１４ 議案第１０号鳴沢村行政手続条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第１５ 議案第１１号鳴沢村消防団員の定員、任免、給与、 

             服務等に関する条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第１６ 議案第１２号鳴沢村介護保険条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

 日程第１７ 議案第１３号鳴沢村指定地域密着型サービスの事業 

             の人員、設備及び運営に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例を定 

             める件 

 日程第１８ 議案第１４号鳴沢村指定地域密着型介護予防サービ 

             スの事業の人員、設備及び運営並びに 

             指定地域密着型介護予防サービスに係 

             る介護予防のための効果的な支援の方 

             法に関する基準を定める条例の一部を 

             改正する条例を定める件 

 日程第１９ 議案第１５号鳴沢村地下水資源保護条例の全部を改 
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             正する条例を定める件 

 日程第２０ 議案第１６号山梨県市町村議会議員公務災害補償等 

             組合の解散の件 

 日程第２１ 議案第１７号山梨県市町村議会議員公務災害補償等 

             組合の解散に伴う財産処分の件 

 日程第２２ 議案第１８号山梨県市町村総合事務組合規約の変更 

             の件 

 日程第２３ 議案第１９号富士吉田市外一市二町四村一組合指導 

             主事共同設置規約の変更の件 

 日程第２４ 議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第７号） 

 日程第２５ 議案第２１号平成２６年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第２６ 議案第２２号平成２６年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計補正予算（第４号） 

 日程第２７ 議案第２３号平成２６年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第４号） 

 日程第２８ 議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第３号） 

 日程第２９ 議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予算 

 日程第３０ 議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計予算 

 日程第３１ 議案第２７号平成２７年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計予算 

 日程第３２ 議案第２８号平成２７年度鳴沢村介護保険特別会計 

             予算 

 日程第３３ 議案第２９号平成２７年度鳴沢村介護予防支援事業 

             特別会計予算 



－７－ 

 日程第３４ 議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計予算 

 

◎議長挨拶 

議長（小林茂澄君） 平成２７年第１回定例会開会に先立ち、ご挨

拶を申し上げます。 

  本年は統一地方選挙があり、議員各位も多忙であると思われま

すが、体調管理には留意していただきたいと思います。 

  今定例会では、平成２７年度の予算を初め、たくさんの議案を

審議していただきます。スムーズな会議進行ができますよう、

ご協力をお願いいたしまして、挨拶といたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前９時１７分 

議長（小林茂澄君） ただいまから、平成２７年第１回鳴沢村議会

定例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小林茂澄君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布

したとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（小林茂澄君） これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

小林昭一君、渡邊政司君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 
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議長（小林茂澄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育委

員長に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布

したとおり、説明員の委嘱、委任について通知がありましたの

でご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配布したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については朗読を省略いたします。 

  次に、平成２６年１２月２日及び平成２７年２月２４日に、町

村議会議長会議が山梨県自治会館において開催されました。 

  審議結果については、お手元に配付しておりますので、朗読を

省略いたします。 

  次に、議員派遣については、お手元に配付したとおりでありま

す。ご出席いただいた議員各位には大変ご苦労さまでした。 

  なお、２月１９日に山梨県自治会館で、全国町村議会議長会の

表彰伝達が行われ、渡辺久男議員が町村議会議員１５年以上在

職者として自治功労者表彰を受賞されました。 

  渡辺久男議員におかれましては、まことにおめでとうございま

す。 

  このことについても、あわせてご報告いたします。 

  次に、平成２６年第４回定例会において議決した議会運営委員

会の閉会中の継続調査について報告を求めます。議会運営委員

長 渡辺久男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） 議会運営委員会の閉会中の継続調

査について報告させていただきます。 

  平成２６年第４回定例会において、本会議の会期日程等、議会

の運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に対
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し申し出、１２月９日の本会議において議決された件について

の報告であります。 

  ３月４日及び９日、両日ともに午後３時より、議員控室におい

て委員会を招集いたしました。 

  出席者は両日ともに、委員全員と議長、議案等説明のために総

務課長、職務のために議会事務局書記の出席がありました。 

  決定された事項ですけれども、まず、３月４日の委員会で決定

された事項については次の５項目です。 

  １、会期は、本日より１７日までの８日間とし、配布してある

会期日程表のとおりにすること。 

  ２、議案の委員会付託は、配布してある議案付託表のとおりに

すること。 

  ３、次に申し上げる議案を一括議題、一括採決とすること。 

  議案第１号・２号、議案第３号から５号、議案第６号・７号、

議案第１３号・１４号、議案第１６号・１７号、議案第２０号

から２４号、議案第２５号から３０号。 

  ４、発委第１号を委員会提案として本会議に上程すること。 

  ５、一般質問通告日は、３月９日、正午までとすること。 

  以上であります。 

  なお、委員会の閉会中の継続調査申し出につきましては、本会

議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、継続調査

を要するものと決定いたしましたので、会議規則の規定により

議長に申し出を行いました。 

  次に、３月９日の委員会で決定された事項については、次の１

項目です。 

  １、同日正午に通告が締め切られた、４名７件の一般質問通告

書の取り扱いについて、佐藤博水議員の「防災計画の見直し内

容と、住民への周知状況について」の通告書は、本人に通告取
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り下げを検討してもらうことが妥当という答申を議長に行うこ

と。 

  以上であります。 

  以上で議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を終

了いたします。 

議長（小林茂澄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査について報告を求

めます。総務教育厚生常任委員長 小林利雄君。 

総務教育厚生常任委員長(小林利雄君) 総務教育厚生常任委員会

の閉会中の継続調査についての報告をさせていただきます。 

  平成２６年第４回定例会において、所管事務の調査について、

継続調査を要する旨を議長に対し申し出、１２月９日の本会議

において議決された件についての報告であります。 

  ３月４日、午後４時より、議員控室において委員会を招集しま

した。 

  委員全員と、職務のために議会事務局長及び書記の出席があり

ました。 

  招集に係る事件は、委員会の閉会中の継続調査申し出の件です。 

  閉会中の継続調査申し出につきましては、所管事務の調査につ

いて、今後も継続調査を要するものと決定しましたので、会議

規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で総務教育厚生常任委員会の閉会中の継続調査についての

報告を終了します。 

議長（小林茂澄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査について報告を求

めます。建設産業経済常任委員長 三浦利雄君。 

建設産業経済常任委員長（三浦利雄君） 建設産業経済常任委員会

の閉会中の継続調査についての報告をさせていただきます。 
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  平成２６年第４回定例会において、所管事務の調査について、

継続調査を要する旨を議長に対し申し出、１２月９日の本会議

において議決された件の報告です。 

  ３月４日、午後２時４０分より、議員控室において委員会を招

集いたしました。 

  委員全員と議長、会議事件説明のため振興課長、職務のため議

会事務局長及び書記の出席がありました。 

  招集に係る事件は、委員会の閉会中の継続調査申し出の件です。 

  閉会中の継続調査申し出につきましては、所管事務の調査につ

いて、今後も継続調査を要するものと決定いたしましたので、

会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての

報告を終了いたします。 

議長（小林茂澄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

広報常任委員会の閉会中の継続調査について報告を求めます。

広報常任委員長 渡辺 泉君。 

広報常任委員長（渡辺 泉君） 広報常任委員会の閉会中の継続調

査について報告させていただきます。 

  １月２１日、午前１０時より、議員控室において広報常任委員

会を開催いたしました。 

  委員３名と議長、職務のために議会事務局長と書記の出席があ

りました。 

  招集に係る事件は、なるさわ議会だより第１９号（案）につい

て及び委員会の閉会中の継続調査申し出の件の２件です。 

  既にごらんいただいたと思いますが、議会だより第１９号につ

いて、レイアウトや広報構成を協議し、先月２月１日に全戸配

布をいたしました。 

  なお、今回の第１９号から広報誌を左開きに変更し、横組みの
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広報誌へとリニューアルいたしました。 

  また、委員会の閉会中の継続調査申し出につきましては、所管

事務の調査について、継続調査を要するものと決定いたしまし

たので、会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を終

了いたします。 

議長（小林茂澄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調査につ

いて報告を求めます。鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長 

渡邊明雄君。 

鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長（渡邊明雄君） 鳴沢村地下

水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調査について、報告

をさせていただきます。 

  ３月４日、午後１時２０分より、議員控室において委員会を招

集いたしました。 

  委員全員と、会議事件説明のために住民課長、住民課担当者１

 名、委託契約業者３名、職務のために議会事務局長及び書記の

出席がありました。 

  招集に係る事件は、地下水資源保全調査等の報告について及び

地下水資源保護条例の全部改正案について並びに委員会の閉会

中の継続調査申し出の件です。 

  会議では、これまでに行われた地下水資源保全対策基礎調査の

報告後、この報告に基づいて今議会に提出されている鳴沢村地

下水資源保護条例の全部改正の内容説明がありました。 

  まず、調査事項の報告としては、本村の地下水涵養量は日量３

５．９万トンであること、村外へ流出する地下水流出量は日量

１０．４万トンであること、また、現在の簡易水道、民間事業

所で使用している水量、畑かん井戸分を合わせた村の総揚水量
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は、日量５，０７１トンであるとの報告がございました。 

  この数値をもとに、民間事業所の揚水量が認可上限量を使用す

るケースを想定した際の村内の総揚水量は日量１万７，７５０

トン、村内で実際に使用できる地下水量を日量２５．２万トン

と想定した場合の地下水使用率は７％であるとの調査報告を受

けました。 

  そのほかにも、新規企業が村内のどの場所に参入すると地下水

に影響が出るかといった想定や、降水量が減少した場合の影響

などについても報告を受けました。 

  次に、地下水資源保護条例の全部改正として提案された内容で

すが、地下水資源の保全と適正な有効活用を図るため、地下水

保全調査の結果報告をもとに、現行条例で規定のない事項の基

準を定めるというものでありました。 

  改正内容の主なものとしては、許可条件の明確化を初め、日量

１００トン以上の地下水採取者などには、毎年採取量と水位を

測定し、報告を義務づけること、また、採取量が一定量を超え

る新規申請者に対しては、地域振興への貢献を求めるものとす

るなどの説明を聴取いたしました。 

  また、閉会中の継続調査申し出については、所管事務の調査に

ついて、今後も継続調査を要するものと決定いたしましたので、

会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  以上で鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調

査についての報告を終了させていただきます。 

議長（小林茂澄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（小林茂澄君） 次に、村長より所信についての発言を求めら

れておりますので、これを許可いたします。鳴沢村長 小林 
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優君。 

村長（小林 優君） どうも皆さん、おはようございます。 

  平成２７年鳴沢村第１回定例会に臨みまして、議員さん方全員

のご参会に敬意をあらわすとともに、ご協力いただきまして感

謝申し上げさせていただきます。 

  議長さんから所信表明のお許しをいただきましたので、今定例

会でご審議いただきます諸議案の説明に先立ちまして、今後の

村政運営についての所信の一端を申し上げさせていただきます。 

  明日で東日本大震災の発生から４年が経過しますが、いまだ多

くの方々が住みなれた家や故郷を離れ、困難な生活を強いられ

ています。一日も早い原発事故の収束と被災からの復旧・復興、

平穏な日々が取り戻されることを願っております。 

  昨年末に政府は、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び経済対

策等を決定いたしました。地方創生が目指すのは、地域に住む

人々が、みずからの地域の未来に希望を持ち、個性豊かで潤い

のある生活を送ることができる地域社会を形成することであり

ます。 

  当村においても、住みよい環境を確保して、将来にわたって活

力ある社会を維持していくために、今後、地域の特性を踏まえ

た地方版の人口ビジョンと総合戦略の策定に取り組むこととな

りますが、村の特性を活かした事業提案ができるように、関係

機関と連携を密にして情報収集に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

  これからの自治体は、複雑多様化する地域課題を厳しい財政状

況のもと、自己責任、自己決定により解決できる創造性に富ん

だ強い行政運営が求められております。 

  また、固定資産税などの税の減収が顕著となる一方で、少子高

齢化社会の進展により、社会保障に関する経費が増加している



－１５－ 

ことから、事業を着実に推進していくためには、財政状況を認

識した上で、歳入歳出のバランスを図りつつ、行政サービスの

集約化に努め、事業の選択を図ることが必要であるとともに、

地域主体、住民参画による村づくりが今後の村政運営のあり方

であると考えております。 

  子育て支援についてですが、４月から乳幼児期の教育・保育、

地域の子ども･子育て支援の充実を図ることを目的とする子ど

も・子育て支援新制度がスタートします。当村でも子ども・子

育て支援法に基づく新たな子ども・子育て支援制度のもとで、

平成２７年度から平成３１年度までの５年間を第１期とした鳴

沢村子ども・子育て支援事業計画を策定中でありますので、事

業計画に基づいた事業実施に取り組んでまいります。 

  また、高齢者支援ですが、主に介護予防を目的に実施する地域

支援事業を見直し、これまでの介護保険のサービスとして、全

国統一のルールのもとに実施されていた要支援１から２の人向

けの介護予防訪問介護と介護予防通所介護が必要な見直しを行

った上で、介護予防・日常生活支援総合事業として、平成２９

年度までに村が順次実施していくことになり、サービスの内容

や利用料についても決められることになります。 

  また、介護が必要にならないよう予防していくことも重要です

ので、高齢者がみずからの意思により楽しみながら介護予防に

取り組んでいけるような雰囲気づくりを働きかけてまいりたい

と考えております。 

  県営中山間地域総合整備事業につきましては、平成２６年度中

に臼田和地区農道１号改良工事５工区・６工区が完成する見込

みです。平成２７年度以降に農道全線舗装工事、臼田和第１工

区・第２工区圃場整備と鳴沢地区畑地かんがい施設、集落防災

安全施設整備等順次実施していく予定でいます。 
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  また、発生が懸念される東海地震、東南海地震、南海地震が連

動して発生するいわゆる三連動地震への備えが求められていま

す。本年の防災訓練は、８月３０日に昨年同様、東海地震を想

定して、資機材の使用方法や実際の避難所運営のノウハウ等、

より現実に即した形で自主防災会主導による実施を考えており

ます。 

  幸いにも当村は、自然災害も少なく、安心して暮らすことがで

きておりますが、昨今は、経験したことのない異常気象の連続

で、自然の猛威を痛感させられており、いつ、どこで発生する

か予想できません。地震や台風など、いざというときに頼りに

なる地域防災力の向上や、自分自身の安全は自分で守るが原則

ですが、防災訓練などを通じて、隣近所、地域の助け合う心を

大事に、普段からの備え、声かけ、見守りの重要さ等、地域の

共助による災害に対する備えが重要であると思っております。 

  本年も第６回富士・鳴沢紅葉ロードレース大会を第４日曜日の

１０月２５日に実施する予定でおりますので、ご理解、ご協力

をお願い申し上げます。 

  首長と議会は車の両輪とよく言われますが、執行機関として、

また、議決機関として相反するものもございますが、それぞれ

の立場で尊重し合い、ともに住民の皆様の声に耳を傾けながら、

最終的な目的である福祉の充実、生活の向上を図るため、具体

的な課題に対して、ともに知恵を出し合いながら、地域発展の

実現に向けて、皆様の前向きで、あわせて積極的なご尽力を賜

りますようお願い申し上げます。 

  今後も、事業の効果や必要性など十分な検討を行い、最小の経

費で最大の効果を目指し、国の各種制度や補助金、交付金等の

活用に努め、おもてなしの心で、小さくても輝く鳴沢村実現の

ため、これからさらに身を引き締め、全力を傾注してまいりま
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すので、皆様方のより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますことを

切にお願い申し上げます。 

  なお、本定例会に上程します案件は、報告１件、条例の改正、

規約の変更、協議等１９件、平成２６年度補正予算５件、平成

２７年度予算６件と議案件数も多く、委員会付託も多くなりま

すが、ご審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

  また、審議方法につきましてもご配慮をいただきまして、あり

がとうございます。 

  以上で所信表明と開会に当たっての挨拶といたします。よろし

くお願いいたします。 

議長（小林茂澄君） 以上で村長の所信表明を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（小林茂澄君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１７日までの８日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から３月１７日までの８日間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第１号鳴沢村新型インフルエンザ等対策行 

           動計画改定の件 

議長（小林茂澄君） 日程第４、報告第１号鳴沢村新型インフルエ

ンザ等対策行動計画改定の件を議題といたします。 

  この件について報告を求めます。福祉保健課長。 

福祉保健課長（渡辺英博君） 報告第１号鳴沢村新型インフルエン

ザ等対策行動計画改定の件についてご報告いたします。 
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  平成２５年４月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行

され、病原性の高い新型インフルエンザや、これと同等の危険

性のある新感染症が発生した場合に、国家の危機管理として対

応するために、国及び県において行動計画が策定されておりま

す。 

  この計画をもとに、本村でも対策の充実や強化を図るために、

富士・東部保健所及び山梨県健康増進課の指導を受けて、鳴沢

村新型インフルエンザ等対策行動計画を改定したところであり

ます。 

  この新型インフルエンザは、ほとんどの人が抗体を保有してい

ないために世界的な流行となり、大きな健康被害と、これに伴

う社会的影響が懸念されております。  

  今回の計画は、平成２１年８月に鳴沢村新型インフルエンザ対

策行動計画を策定し、その後、平成２４年２月に第２版として

改定しています。そして今回、平成２７年２月に鳴沢村新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画の第３版として改定しました。  

  計画の策定に当たり、感染拡大を可能な限り抑制し、村民の生

命及び健康を保護し、村民生活及び村経済に及ぼす影響が最小

限となるようにするために計画内容を見直しました。  

  前回の計画からの主な変更は、村の新型インフルエンザ等対策

の基本方針や未発生期から小康期に至る各段階の具体的な対策

を示すとともに、特定接種、住民への予防接種、緊急事態宣言

時の対応など新たな内容を盛り込んでいます。  

  なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項の規

定により、市町村長は市町村行動計画を作成したときには、速

やかにこれを議会に報告するとともに公表しなければならない

ことと定められておりますので、今回ご報告させていただきま

した。  
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  以上で報告第１号についての報告を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で報告を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  以上で報告第１号の報告を終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第１号鳴沢村教育長の職務に専念する義務 

           の特例に関する条例を定める件 

◎日程第６ 議案第２号地方教育行政の組織及び運営に関す 

           る法律の一部を改正する法律の施行 

           に伴う関係条例の整理に関する条例 

           を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第５、議案第１号鳴沢村教育長の職務に

専念する義務の特例に関する条例を定める件及び日程第６、議

案第２号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を定める

件の２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１号鳴沢村教育長の職務に専念す

る義務の特例に関する条例を定める件についてご説明申し上げ

ます。  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い、教育長と教育委員長が一本化され、特別職と

なることにより、教育長に係る勤務時間中の職務専念義務の特

例を規定する必要があるため、条例を新設するものです。  

  議案１ページをごらんください。  

  第１条、目的として、この条例は、地方教育行政の組織及び運
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営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１１条第５項

の規程に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規

定することを目的としております。  

  第２条、職務に専念する義務の免除として、教育長は、次の各

号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員

会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることが

できる。第１号として、研修を受ける場合、第２号として、厚

生に関する計画の実施に参加する場合、第３号として、前２号

に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合としてお

ります。  

  第３条、委任として、この条例の施行に関し必要な事項は、教

育委員会が定めるとしております。  

  附則として、この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するものであ

り、第２項の経過措置として、改正法附則第２条、第１項の場

合においては、この条例による規定は適用しないものとします。

これは現教育長の任期終了までは改正前の条例が適用されると

いうことです。 

  以上で議案第１号の提案理由の説明を終わります。  

  続きまして、議案第２号地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を定める件についてご説明申し上げます。  

  本条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律が施行されることに伴い、鳴沢村教育長の給与等

及び旅費に関する条例ほか４条例の一部を改正するものであり

ます。  

  改正点としましては、議案の１ページをごらんください。  

  第１条は、鳴沢村教育長の給与等及び旅費に関する条例を改正
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するもので、第１条、総則中、教育公務員特例法（昭和２４年

法律第１号）第１６条第２項を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２０４条第３項に改めるものであります。これは、

今回の改正により、教育公務員特例法第１６条が削除され、新

教育長は地方自治法第２０４条の規定による特別職となるため、

改正を行うものであります。 

  また、同条例第６条、期末手当中、第１６条第４項を第９条に

改めるものであります。これは、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正により、失職規定が第１６条第４項から第

９条に変更となったため引用条項の改正を行うものであります。

同条例第７条、給与の支給中、ただし、教育長が教育委員会の

委員長または委員として報酬の支給を受けるときは、第３条に

規定する給料月額から支給を受ける報酬の額を減じた額とする

を削るものであります。これは、新教育長は教育委員とは別の

特別職となることで、委員長または委員として報酬の支給を受

けることがなくなるため、改正するものであります。  

  ２ページをごらんください。  

  第２条は、鳴沢村職員定数条例を改正するもので、第１条、趣

旨中、第２１条を第１９条に改めるものであります。これは、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、条項

にずれが生じたためであります。  

  ３ページをごらんください。  

  第３条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例を改正するもので、第１条、別表第１中、教育委員

長の報酬、月額１万７，１００円を削除するものであります。

これは、教育長と教育委員長が一本化されることに伴い、教育

委員長への報酬の支給がなくなるためであります。  

  第４条は、鳴沢村特別職報酬等審議会条例を改正するもので、
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４ページをごらんください。 

  第２条、所掌事項中、議会の議員の議員報酬の額及び村長の給

料の額に関する条例を議会の議員の議員報酬の額、村長の給料

の額及び教育長の給料の額に関する条例に改めるものでありま

す。これは、新教育長は特別職となるため、追加するものであ

ります。  

  第５条は、証人等の実費弁償に関する条例を改正するもので、

第１条、実費弁償中、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。

以下「法」という）第２０７条の次に、その他法令を追加し、

また、同条第８号の次に、第９号として地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１条の４

第５項の規定による意見聴取のため、総合教育会議に参加する

ことを求められた関係者または学識経験者を追加するものであ

ります。これは、総合教育会議に参加することを求められた関

係者または学識経験者へ交通費等を支給するため、追加するも

のであります。  

  附則として、この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとし、

第２項から第４項の経過措置として、この条例の施行の際、改

正法附則第２条第１項の場合においては、この条例による改正

後の鳴沢村教育委員長の給与及び旅費に関する条例、特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び鳴沢

村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の各条例

の規定は、なおその効力を有するとするものであります。これ

は、議案第１号と同様に、現教育長の任期終了までは改正前の

条例が適用されるということであります。  

  以上で議案第２号の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１号及び議案第２号を一括して採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、議案第１号及

び議案第２号は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第３号鳴沢村指定介護予防支援等の事業の 

           人員及び運営並びに指定介護予防支 

           援等に係る介護予防のための効果的 

           な支援の方法に関する基準を定める 

           条例を定める件 

◎日程第８ 議案第４号鳴沢村地域包括支援センターの人員 

           及び運営に関する基準を定める条例 

           を定める件 

◎日程第９ 議案第５号鳴沢村指定地域密着型サービス事業 

           者等の指定に関する基準を定める条 
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           例の一部を改正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第７、議案第３号鳴沢村指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

を定める件から、日程第９、議案第５号鳴沢村指定地域密着型

サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を定める件までの３件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。福祉保健

課長。 

福祉保健課長（渡辺英博君） 議案第３号鳴沢村指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を

定める件、議案第４号鳴沢村地域包括支援センターの人員及び

運営に関する基準を定める条例を定める件、議案第５号鳴沢村

指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を定める件について提案理由をご説

明申し上げます。  

  これらの条例改正につきましては、平成２５年６月に成立及び

公布された、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次

一括法により介護保険法も改正され、これまで厚生労働省令等

で定めることとされていた居宅介護支援、介護予防支援及び地

域包括支援センターに関する基準について、居宅介護支援に関

する基準は県において、介護予防支援及び地域包括支援センタ

ーに関する基準は村が条例において、国が省令で定める基準に

従うべき基準と参酌すべき基準を踏まえた上で定めることにな

ったため、条例の制定及び一部改正を行うものです。  

  議案第３号鳴沢村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並
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びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例につきましては、配置する従

業者の員数に関する基準及び管理者に係る規定並びに利用者と

その家族に対する人権侵害の防止等に係る規定は、従うべき基

準として定め、その他の運営に関する基準及び介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準に係る規定は、参酌すべき

基準として定めるものであります。  

  参酌すべき基準につきましては、地域の実情に応じて省令等と

異なる内容を定めることが許容されるものですが、本村におい

ては国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないた

め、第２９条に規定する記録の整備における記録の保存期間に

係る年数に関する規定以外は、国の基準と同等の規定をするも

のです。  

  第２９条の記録の整備において、記録したものの保存期間は国

の省令では２年と規定しておりますが、介護報酬返還等請求の

債権消滅時効が５年であることから、記録の保存期間をこれに

対応させるため５年と規定するものです。  

  議案第４号鳴沢村地域包括支援センターの人員及び運営に関す

る基準を定める条例を定める件につきましては、地域包括支援

センターに配置すべき人員及びその員数に関する基準に係る規

定は、従うべき基準として、その他の運営基準に係る規定は、

参酌すべき基準として定めるものです。  

  議案第５号鳴沢村指定地域密着型サービス事業者等の指定に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める件につき

ましては、平成２３年５月に成立及び公布された第１次一括法

及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律に伴う介護保険法の改正により、指定地域密着型サ

ービス事業者等の指定に関する基準として、申請者の欠格条項
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に関する基準を法人であることと既に規定しておりますが、こ

のたび第３次一括法により、指定介護予防支援事業者の指定に

関する基準についても同様に法人格を有することとする基準を

規定するものです。  

  以上で議案第３号から第５号の提案理由の説明を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３号から議案第５号までの３件を一括して採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、議案第３号か

ら議案第５号までの３件は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第６号鳴沢村保育所における保育に関す 

            る条例を廃止する条例を定める件 

◎日程第１１ 議案第７号鳴沢村特定教育・保育施設及び特 
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            定地域型保育事業の利用者負担額 

            等に関する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１０、議案第６号鳴沢村保育所におけ

る保育に関する条例を廃止する条例を定める件及び日程第１１

議案第７号鳴沢村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担額等に関する条例を定める件の２件を一括して議

題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（渡辺一博君） 議案第６号鳴沢村保育所における保育に

関する条例を廃止する条例を定める件について提案理由をご説

明申し上げます。  

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が施行されることに

より、児童福祉法第２４条第１項が改正され、保育所の入所基

準が削除されたことに伴い、この条例を廃止するものでありま

す。  

  続きまして、議案第７号鳴沢村特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額等に関する条例を定める件につい

て提案理由をご説明申し上げます。  

  子ども・子育て支援法が公布され、現行の公立保育所の保育料

の徴収根拠である児童福祉法第５６条第３項が改正され、徴収

根拠が児童福祉法から削除されたことにより、従来の保育料に

かわり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等を条例で定める必要があるものであります。  

  １ページをごらんください。  

  条例の主な内容は、第３条で特定教育・保育施設を利用する第

１号認定から第３号認定の利用者負担額を政令で定める額を限
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度額として定め、第４条で利用者に対して負担額の決定または

変更がなされた場合の決定通知等を規定し、第５条で利用者の

災害などによる負担額の減免規定を定めるほかに必要な事項に

ついて条例で定めるもので、２つの条例ともに平成２７年４月

１日から施行するものであります。  

  以上で議案第６号及び議案第７号の提案理由の説明を終わりま

す。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第６号及び議案第７号を一括して採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、議案第６号及

び議案第７号は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第８号鳴沢村放課後児童健全育成事業の 

            設備及び運営に関する基準を定め 
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            る条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１２、議案第８号鳴沢村放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を定める

件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。教育長。 

教育長（小林三郎君） 議案第８号鳴沢村放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例を定める件につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成立し、質の高い

幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び

確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、

子ども・子育て支援新制度が創設されました。 

  子ども・子育て関連三法により改正された児童福祉法に放課後

児童健全育成事業に関する条項が新設され、市町村は放課後児

童健全育成事業の設備及び運営について、国の基準、放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、平成２６年厚生

労働省令第６３号に従い、条例で基準を定めることと規定され

ており、条例を定めるものです。 

  条例の主な内容は、第１条、趣旨として、児童福祉法の第３４

条の８の２第１項の規定により、放課後児童健全育成事業の設

備及び運営について基準を定める。 

  第２条、最低基準の目的として、放課後児童健全育成事業を利

用している児童が、明るくて衛生的な環境において素養があり、

かつ適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やか

に育成されることを保障することを目的とする。 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する主な基準とし

て、放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場として

の機能並びに静養するための機能を備えた専用区画を設けるほ
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か、この専用区画の面積は、児童１人につきおおむね１．６５

平方メートル以上とする。 

  また、放課後児童健全育成事業所に、放課後児童支援員を置か

なければならず、支援の単位ごとに２人以上の配置をする。こ

のうち１人は保育士、社会福祉士等の資格を有する者であって、

都道府県知事の研修を終了したものとする。集団規模として、

支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０人以下とする。 

  このほか第１４条各号に掲げるように、放課後児童健全育成事

業者は、事業所ごとに事業の運営についての重要事項に関する

規定を定めることとする。 

  事業を運営する際には、業務上知り得た利用者またはその家族

の秘密を漏らしてはならず、常に利用者の保護者や小学校等関

係機関とも密接な連絡をとり、支援に当たらなければなりませ

ん。 

  附則として、国の基準により、子ども・子育て支援法及び就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律、平成２４年法律第６７号の施行の日から施行する

ものとし、施行の日から平成３２年３月３１日までの間、条例

第１０条第３項の規定の適用については、同項中「終了したも

の」とあるのは、「終了したもの、平成３２年３月３１日まで

に終了することを予定している者を含む。）」とするものです。 

  以上で議案第８号の提案理由の説明を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 
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  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第９号鳴沢村職員給与条例の一部を改正 

            する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１３、議案第９号鳴沢村職員給与条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第９号鳴沢村職員給与条例の一部を

改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。  

  人事院の平成２６年８月７日付の給与に関する勧告並びに一般

職の国家公務員の給与改定等に鑑み、鳴沢村職員給与条例につ

きましても一部を改正するものであります。  

  議案２ページから６ページをごらんください。  

  改正内容としましては、県人事委員会勧告における給料表に準

じて、行政職給料表、看護保健職給料表を平均２％引き下げる

ものであります。  



－３２－ 

  ７ページをごらんください。  

  附則としまして、この条例は平成２７年４月１日から施行する

ものとします。  

  経過措置としまして、給料表の改正により、改正前の給料額に

達しない職員に対し、平成３０年３月３１日までの期間、給料

月額のほかに改正前の給料との差額分に相当する額を合わせて

支給するものとしております。 また、経過措置に該当しない職

員であっても、経過措置による支給を受けている職員とのつり

合い上、必要がある場合は、給料月額のほかに加算して支給す

るものとします。新任職員にあっても同様に、必要がある場合

は、給料月額のほかに加算して支給するものとします。  

  期末手当、勤勉手当の基準となる期末手当基礎額及び勤勉手当

基礎額につきましても、経過措置による額を基準とします。  

  以上で議案第９号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第９号を採決いたします。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第１０号鳴沢村行政手続条例の一部を改 

             正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１４、議案第１０号鳴沢村行政手続条

例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１０号鳴沢村行政手続条例の一部

を改正する条例を定める件について提案理由をご説明申し上げ

ます。  

  行政手続法の一部を改正する法律が平成２７年４月１日から施

行されることに伴い、所要の改正を行うものであります。  

  主な改正点といたしましては、議案の１ページをごらんくださ

い。  

  第１条、目的等中、第１項の第３条第１項を第３条第３項に改

めるものであります。これは行政手続法引用条項にずれが生じ

ていたため改正するものであります。  

  ２ページをごらんください。  

  第２条定義中、第１項第３号の第８号及び第３２条を第８号、

第３２条及び第３３条第２項に改めるものであります。これは、

処分の定義について条例に基づく処分と、法令に基づく処分を

区別しているため、法令に基づく処分として、新たに第３３条

第２項に規定する処分を加えるため改正するものであります。 

  ２ページ、第２条第１項第５号から、６ページ、第２８条第１

項までと、前後いたしますが３ページ、第３条第１項第７号は、
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常用漢字の改訂に伴い、「名宛人」と「関わる」を漢字に改め

るものであります。  

  また、３ページ、第３条、適用除外中、第１項の第４章を第４

章の２に改めるものであります。これは今回の改正により、適

用除外とされる行政指導の項目が増えたことにより改正するも

のであります。  

  ６ページは、行政手続法の改正により、法律の要件に適合しな

い行政指導を受けたと思う場合、中止等を求めることができる

ようになったため、行政指導の方式として、第３３条第２項に、

行政側が、根拠となる法律の規定や根拠の説明を行うことを、

第３４条の２に、中止等の求めの方法を追加したものでありま

す。  

  ８ページは、行政手続法の改正により、国民が、法令違反の事

実を発見すれば、是正のための処分等を行うことができるよう

になったため、第４章の２に処分等の求めを追加し、第３４条

の３第１項にその旨を、第２項に手続を、第３項に求めによる

行政の措置を追加したものであります。  

  ９ページ、附則として、施行期日を平成２７年４月１日からと

し、また、鳴沢村税条例に行政手続条例の適用除外規定としま

して行政手続条例の行政指導の方式を引用していますが、引用

先に項ずれが生ずるため、税条例の改正を行っております。  

  以上で議案第１０号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１０号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第１１号鳴沢村消防団員の定員、任免、 

             給与、服務等に関する条例の一 

             部を改正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１５、議案第１１号鳴沢村消防団員の

定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１１号鳴沢村消防団員の定員、任

免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を定める

件について提案理由をご説明申し上げます。  

  改正点は、議案の１ページをごらんください。  

  第３条第１項任用中、次の各号の資格を有する者のうちからの

後に、村長の承認を得てを追加するものであります。  

  これは、消防組織法では、消防団長以外の消防団員は、市町村

長の承認を得て消防団長が任命すると規定されていることから
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改正するものであります。  

  附則として、本条例の施行期日を公布の日からとするものであ

ります。  

  以上で議案第１１号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第１２号鳴沢村介護保険条例の一部を改 

             正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１６、議案第１２号鳴沢村介護保険条

例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。福祉保健
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課長。 

福祉保健課長（渡辺英博君） 議案第１２号鳴沢村介護保険条例の

一部を改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。  

  本条例改正につきましては、介護保険法第１１７条に基づく介

護保険事業計画の策定に伴い介護保険料が改定されることにな

ります。保険料の算定に当たっては、介護保険事業計画におい

て定める介護給付費等対象サービスの見込み量等に基づいて算

定した保険給付に要する費用の予想額等により行うものとされ

ております。  

  介護保険を取り巻く状況は、少子高齢化や人口減少による費用

負担の増加、独居高齢者に加え高齢者夫婦世帯など介護力の低

い世帯の増加及び認知症高齢者の増加などにより、在宅での介

護が困難なため、やむを得ず施設に入所する割合が高くなるこ

とで保険給付費がさらに増加するといった諸問題により、費用

面と事業運営の検討課題は山積しています。 

  本村でも、第６期鳴沢村介護保険事業計画において、今後の人

口推計及び高齢者人口推計から、平成２６年度時点の本村の高

齢化率２７．１％が、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者に

なる平成３７年度には３２．５％に上昇するとともに、後期高

齢者数が前期高齢者数を上回り、結果として介護保険認定者数

及び保険給付費が増加し、その保険給付費を賄い介護保険事業

を円滑に運営するためには、第５期介護保険事業計画における

保険料から保険料率を上げざるを得ない結果が出ています。  

  このような状況により、平成２７年度から平成２９年度までの

第６期介護保険事業計画期間における介護保険料基準額を、第

５期介護保険事業計画における基準額から約９％上げ、月額４，

３９０円を４，８００円に引き上げる改正を行うものです。  

  また、介護保険法施行令の一部改正により、これまで６段階だ
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った保険料所得段階区分が９段階に改正されたことにより、本

村においても所要の改正を行うものです。  

  具体的な内容としましては、これまでよりも所得判定をきめ細

やかにすることで、地域社会共通の課題である介護を地域全体

で支え合うという基本をより重視したものとなります。  

  また、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正に

より、平成２７年度から消費税による公費を投入して、低所得

者の保険料軽減を行う仕組みを設けることとなりました。  

  具体的には、新第１段階の保険料基準額に対する割合を０．５

から０．４５に軽減し、平成２７年度と平成２８年度の保険料

を年額２万８，８００円から２万５，９２０円に軽減するもの

です。  

  軽減に要する費用は、低所得者保険料軽減負担金として、国が

２分の１、県と村がそれぞれ４分の１を負担することになって

います。  

  次に、介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の

条項についてですが、今回の介護保険制度改正では、団塊の世

代が７５歳以上の後期高齢者となる平成３７年度に向け、高齢

者が重度な介護状態になっても、住みなれた地域で自分らしい

暮らしを可能な限り継続できるよう、介護と医療、生活支援、

介護予防などが一体的に提供される地域包括ケアシステムのさ

らなる推進が強化され、介護予防・日常生活支援総合事業、生

活支援体制整備事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総

合支援事業の４つの事業を、各自治体の地域性と特徴を活かし

て実施することを義務づけています。  

  介護予防・日常生活支援総合事業については平成２９年度まで

に、それ以外の事業については平成３０年度までに実施するこ
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ととなっており、この間の実施に関する猶予について経過措置

を明記するものです。  

  以上で議案第１２号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  ６番 三浦利雄君。 

６番（三浦利雄君） 何か内容を把握してないのでおかしな質問に

なるかもわかりません。みんなで支え合っていくというような

ことで、６段階を９段階にするということは理解できましたけ

れども、したがって、みんな金額が上がるのかと思ったらば、

４番、５番、６番、その辺の金額が下がっているんですけれど

も、この辺はどのような理由というか、あれでこういう形にな

るか、この辺をちょっと教えてください。 

議長（小林茂澄君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（渡辺英博君） 今までは６段階で、第４段階が基準

額４，３９０円でした。そこから第１、第２、第３段階は軽減

されてますので、第１段階が基準額の半分、第２段階も半分、

第３段階は０．７５ということで減ってます。第５段階、第６

段階は基準額に対して１．２５倍、第６段階は１．５倍となっ

ています。 

  今回の改正で９段階まで全てあるのですが、第５段階が基準と

なります。こちらが４，８００円で、掛けるこの１２ヶ月とい

うのが５万７，６００円になります。ですから、ここから１段

階から第４段階までは、第１段階はその基準額５万７，６００

円の０．５ですね、２万８，８００円。第２段階が基準額の０．

７５倍で４万３，２００円というような形になってます。第６

段階から第９段階が基準額の５万７，６００円で、そちらの１．

２倍となります。第６段階１．２倍、第７段階が１．３倍とい



－４０－ 

うふうに、第９段階にいきますと１．７倍というようなことで

増加しております。 

議長（小林茂澄君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第１３号鳴沢村指定地域密着型サービス 

             の事業の人員、設備及び運営に 

             関する基準を定める条例の一部 

             を改正する条例を定める件 

◎日程第１８ 議案第１４号鳴沢村指定地域密着型介護予防 

             サービスの事業の人員、設備及 

             び運営並びに指定地域密着型介 

             護予防サービスに係る介護予防 
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             のための効果的な支援の方法に 

             関する基準を定める条例の一部 

             を改正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１７、議案第１３号鳴沢村指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を定める件及び日程第１８、議案

第１４号鳴沢村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を定める件の２件を一括して議題といた

します。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。福祉保健

課長。 

福祉保健課長（渡辺英博君） 議案第１３号鳴沢村指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を定める件及び議案第１４号鳴沢村指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を定める件について提案理由をご説明申し上げます。  

  これらの条例改正につきましては、平成２５年６月に成立及び

公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次一

括法により介護保険法も改正され、これまで厚生労働省令等で

定めることとされていた居宅介護支援に関する基準は県が、介

護予防支援及び地域包括支援センターに関する基準は村が条例

において、国が省令で定める基準に従うべき基準と参酌すべき

基準を踏まえた上で定めることとなったため、政省令を引用し
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ている条項について、新たに制定された県条例及び村条例に置

きかえる改正を行うものです。  

  また、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正さ

れ、主なものとしては、近年増加している医療と介護両方を必

要とする中重度の要介護者が、地域での療養生活を継続できる

よう、通所介護と泊まり、訪問看護と訪問介護を組み合わせる

ことで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内

容を明確にするため、「複合型サービス」から「看護小規模多

機能型居宅介護」に名称変更するものや、通所介護事業所の設

備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜の宿泊サービス

を実施している事業所については、利用者保護の観点から届出

制を導入し、事故報告の仕組みを設ける改正等があります。 そ

れに伴い、各居宅サービス等における改正基準を反映させるた

め所要の改正を行うものです。  

  以上で、議案第１３号及び第１４号の提案理由の説明を終わり

ます。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す
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ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１３号及び議案第１４号を一括して採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、議案第１３号

及び議案第１４号は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 議案第１５号鳴沢村地下水資源保護条例の全 

             部を改正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１９、議案第１５号鳴沢村地下水資源

保護条例の全部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（渡辺一博君） 議案第１５号鳴沢村地下水資源保護条例

の全部を改正する条例を定める件について提案理由をご説明申

し上げます。  

  今回の条例改正は、鳴沢村における地下水資源の保全と適正な

有効活用を進めるため、平成２５年度より進めてまいりました

地下水保全調査が本年２月にその結果報告を受けたところによ

り、現状の条例では規定のない範囲について基準を定める必要

があるものであります。 

  条例改正の主な内容は、現行条例の許可条件を「口径の断面積

が６平方センチメートルを超える揚水設備を設置する者はあら

かじめ村長の許可を受けなければならない」と具体的に規定し、

許可基準には｢排水の措置が十分講じられていること｣及び｢量水
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器が設置されていること｣の２項目を追加で定めるものでありま

す。 

  また、日量１００立方メートル以上の地下水採取者またはミネ

ラルウォーター事業者などの非循環型利用者については、地下

水の採取量と水位について測定し、毎年報告することを義務づ

けるものといたします。 

  加えて、採取量が５００立方メートルを超える揚水設備を新規

で申請する者に対しては、村に対する地域振興への貢献及び地

下水の濫用を防止するため、別途規則により審査を行う基準を

定めるものといたします。  

  このほかにも事務に伴う軽微な改正を踏まえ、鳴沢村における

貴重な水資源を確実に保全し、適正に有効活用するためにその

基準を定めるものであります。  

  以上で議案第１５号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１５号を採決いたします。 



－４５－ 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 議案第１６号山梨県市町村議会議員公務災害 

             補償等組合の解散の件 

◎日程第２１ 議案第１７号山梨県市町村議会議員公務災害 

             補償等組合の解散に伴う財産処 

             分の件 

議長（小林茂澄君） 日程第２０、議案第１６号山梨県市町村議会

議員公務災害補償等組合の解散の件及び日程第２１、議案第１

７号山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財

産処分の件の２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１６号山梨県市町村議会議員公務

災害補償等組合の解散の件についてご説明申し上げます。  

  平成２７年３月３１日をもって山梨県市町村議会議員公務災害

補償等組合を解散することに係る地方自治法第２８８条の規定

による協議については、同法第２９０条の規定により、関係地

方公共団体の議会の議決が必要であるためであります。  

  次ページをごらんください。 

  理由としましては、山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合

が平成２７年４月１日に山梨県市町村総合事務組合と統合する

ことに伴い、平成２７年３月３１日をもって山梨県市町村議会

議員公務災害補償等組合を解散する必要があるためであります 

  続きまして、議案第１７号山梨県市町村議会議員公務災害補償

等組合の解散に伴う財産処分の件についてご説明申し上げます。 
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  議案第１６号と同様に、平成２７年３月３１日をもって山梨県

市町村議会議員公務災害補償等組合を解散することに伴う、同

組合の財産処分に係る地方自治法第２８９条の規定による協議

につきまして、同法第２９０条の規定により、関係地方公共団

体の議会の議決が必要であるためであります。  

  次ページをごらんください。 

  理由としましては、議案第１６号と同様に、山梨県市町村議会

議員公務災害補償等組合が平成２７年４月１日に山梨県市町村

総合事務組合と統合することに伴い、平成２７年３月３１日を

もって山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合を解散し、山

梨県市町村議会議員公務災害補償等組合の別紙財産は、全て山

梨県市町村総合事務組合に帰属させる必要があるためでありま

す。  

  以上で議案第１６号及び議案第１７号の提案理由の説明を終わ

ります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 
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  これより議案第１６号及び議案第１７号を一括して採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、議案第１６号

及び議案第１７号は原案のとおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 議案第１８号山梨県市町村総合事務組合規約 

             の変更の件 

議長（小林茂澄君） 日程第２２、議案第１８号山梨県市町村総合

事務組合規約の変更の件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１８号山梨県市町村総合事務組合

規約の変更の件についてご説明申し上げます。  

  山梨県市町村議会議員公務災害補償等組合が平成２７年４月１

日に、山梨県市町村総合事務組合と統合すること、並びに同日

から富士吉田市の地方公務員災害補償法第６９条及び第７０条

の規定による、非常勤職員に係る公務災害または通勤による災

害補償に関する事務を新規に共同処理することとする、山梨県

市町村総合事務組合規約の変更については地方自治法第２８６

条の規定により、構成団体の協議が必要であり、この協議には

同法第２９０条の規定により議会の議決が必要であるためであ

ります。  

  議案１ページをごらんください。  

  改正点としまして、第３条、組合の共同処理する事務中、第９

号「非常勤職員」の次の「（市町村議会の議員を除く。）」を

削るものであります。これは、山梨県市町村議会議員公務災害

補償等組合が平成２７年４月１日に山梨県市町村総合事務組合
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と統合することに伴い、市町村議会議員もこの規約に適用され

るためであります。また、同条、同号「通勤による災害」の次

に「に対する」を追加するものであります。これは語句の修正

のためであります。  

  議案２ページから４ページの、別表第２（第３条関係）は、平

成２７年４月１日から富士吉田市が、規約第３条第９号の非常

勤職員に係る公務災害または通勤による災害補償に関する事務

を共同処理する市町村に加わることから改正を行うものであり

ます。  

  ５ページをごらんください。  

  附則としまして、この規約は平成２７年４月１日から施行する

ものとし、第２項は、事務の承継としまして、山梨県市町村総

合事務組合は、平成２７年３月３１日をもって解散する山梨県

市町村議会議員公務災害補償等組合の事務を承継するものとし

ております。 

  以上で議案第１８号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 議案第１９号富士吉田市外一市二町四村一組 

             合指導主事共同設置規約の変更 

             の件 

議長（小林茂澄君） 日程第２３、議案第１９号富士吉田市外一市

二町四村一組合指導主事共同設置規約の変更の件を議題といた

します。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。教育長。 

教育長（小林三郎君） 議案第１９号富士吉田市外一市二町四村一

組合指導主事共同設置規約の変更の件について提案理由をご説

明申し上げます。  

  平成２７年４月１日施行の地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。  

  本規約を変更する場合は、地方自治法第２５２条の７第３項に

おいて準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定によ

り、議会の議決が必要であるため、本案を提出するものであり

ます。  

  以上で議案第１９号の提案理由の説明を終わります。  

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 
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  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補 

             正予算（第７号） 

◎日程第２５ 議案第２１号平成２６年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第２６ 議案第２２号平成２６年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計補正予算（４号） 

◎日程第２７ 議案第２３号平成２６年度鳴沢村介護保険特

       別会計補正予算（第４号） 

◎日程第２８ 議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期高齢者

       医療特別会計補正予算（第３ 

       号） 

議長（小林茂澄君） 日程第２４、議案第２０号平成２６年度鳴沢

村一般会計補正予算（第７号）から、日程第２８議案第２４号
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平成２６年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）までの５件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補

正予算（第７号）から、議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３号）までの５件につきまし

て、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２６年度の各会計歳入歳出予算の総額から１億１，１５１

万３，０００円を減額し、一般会計並びに特別会計予算総額を

３０億１，９６２万８，０００円とするものであります。 

  主な歳出の概要につきましては、プレミアム商品券発行や地方

版総合戦略等の策定など、地方創生事業関連経費といたしまし

て１，９７１万４，０００円、簡易水道事業特別会計繰出金、

１，０２３万円などを計上し、また、河口湖南中学校組合で行

う校舎改築工事等の継続費の年限が工事の遅れ等により、平成

２７年度まで延長されたことに伴う河口湖南中学校校舎改築工

事分担金５，０３７万３，０００円の減額のほか、災害廃棄物

処理事業１，９６１万５，０００円の減額など、年度末になり

決算見込み額が把握できる状況となったことから、減額できる

部分について減額補正を行うものであります。 

  今年度は雪害関係など臨時的な経費が増加しておりましたが、

財源につきましても、これらの歳出予算の減額、その他の財源

の増額などにより、基金繰入金を１億６，８０７万９，０００

円減額するなどとしております。 

  なお、今回提出させていただいた補正予算を含む平成２６年度

予算と、平成２５年度から平成２６年度に繰越明許させていた

だいた予算の総額は３３億３，３００万６，０００円となりま
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す。 

  また、地方自治法第２１３条第１項の規定による繰越明許費と

して、地方創生関連事業１，９７１万４，０００円、被災農業

者向け経営体育成支援事業２，０７２万円、河口湖南中学校テ

ニスコート・弓道場新設工事分担金２，０７５万８，０００円

など計１２事業、９，４１９万６，０００円を平成２７年度へ

繰り越しできるものとし、設定するものであります。 

  鋭意事業を執行してまいりますので、議員各位におかれまして

も、特段のご理解、ご支援を賜りたいと存じます。 

  以上で議案第２０号から議案第２４号までの提案理由のご説明

を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第２０号から議案第２４号

までの５件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたします 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予 

             算 

◎日程第３０ 議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計予算 

◎日程第３１ 議案第２７号平成２７年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計予算 

◎日程第３２ 議案第２８号平成２７年度鳴沢村介護保険特

       別会計予算 

◎日程第３３ 議案第２９号平成２７年度鳴沢村介護予防支 

             援事業特別会計予算 

◎日程第３４ 議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者

       医療特別会計予算 
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議長（小林茂澄君） 日程第２９、議案第２５号平成２７年度鳴沢

村一般会計予算から、日程第３４、議案第３０号平成２７年度

鳴沢村後期高齢者医療特別会計予算までの６件を一括して議題

といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予

算から、議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医療特別

会計予算までの６件につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予算につきましては、

歳入歳出予算総額１８億３，８６２万８，０００円で、前年度

比１．６％、３，０５５万２，０００円の減となりました。 

  景気は徐々に回復していると言われておりますが、地方への波

及効果はまだまだであり、また、地方自治体を取り巻く環境も

少子高齢化の進展を初めとする多様な課題が山積みされている

ところであります。 

  当村においては、社会保障費などが増加する一方で、村税収入

を初めとする経常一般財源が引き続き減少傾向となっており、

より一層の財源の確保が課題となってきております。このよう

な状況の中、可能な限り国・県支出金などの特定財源を積極的

に確保した上での予算編成を行いました。 

  主な歳出といたしましては、社会資本整備総合交付金を活用し

た村道改良事業９，２８３万６，０００円、平成２８年１月か

ら開始される番号制度への対応経費３，３１０万１，０００円、

富士の国やまなし観光施設整備費補助金を活用した東海自然歩

道一本木登山口周辺公衆用トイレ建設工事２，２００万円、小

学校教育用コンピュータシステム整備費９９１万５，０００円
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などとなっております。 

  そのほか簡易水道事業特別会計で行う事業への繰出金５，７９

９万円、平成１９年度からの事業である中山間地域総合整備事

業３，８５５万円、平成２４年度から３ヶ年の事業となってい

た、河口湖南中学校組合で行う校舎改築工事等の継続費の年限

が平成２７年度まで延長されたことに伴い、河口湖南中学校校

舎改築工事分担金４，８１７万７，０００円を計上しておりま

す。 

  歳入につきましては、村税７億４，３７０万９，０００円、特

別交付税を含む地方交付税４億１，０６６万円、国庫支出金１

億３，９０３万円、県支出金１億５０１万１，０００円などを

見込んでおり、国・県支出金は前年度比７．７％、１，７５１

万７，０００円の増となっております。 

  重ねて申し上げますが、国・県支出金等の積極的な確保を図っ

ているところであります。また、不足する財源につきましては、

財政調整基金など８，３７７万８，０００円を繰り入れます。 

  続いて、議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保険特別会

計予算から、議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医療

特別会計予算までの５件につきましては、各特別会計の歳入歳

出合計といたしまして、８億９，４５８万３，０００円で、前

年度比１４．１％、１億１，０３８万１，０００円の増となっ

ております。 

  以上が平成２７年度一般会計並びに特別会計の予算概要となり

ますが、引き続き歳入の確保及び歳出の節減、合理化に努め、

健全で安定的な財政運営に努める所存でありますので、議員各

位におかれましても、特段のご理解とご支援を賜りたいと存じ

ます。 

  以上で議案第２５号から議案第３０号までの６件についての提
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案理由の説明を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第２５号から議案第３０号

までの６件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することにいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小林茂澄君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は３月１１日から１６日までの６日

間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は３月１１日から１６日までの６日間を休

会とすることに決定いたしました。 

  なお、本会議は３月１７日、午後３時から再開いたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時０７分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

   平成２７年３月１０日 

 

     議会議長 

 

     署名議員 
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     署名議員 
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平成２７年３月１７日再開 

１、出席議員 

   １番 小 林 昭 一     ２番 渡 邊 政 司 

   ３番 渡 邊 明 雄     ４番 佐 藤 博 水 

   ５番 田 中   稔     ６番 三 浦 利 雄 

   ７番 渡 辺   泉     ８番 小 林 利 雄 

   ９番 渡 辺 久 男    １０番 小 林 茂 澄 

２、欠席議員 

 なし。 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林三郎 総務課長 渡辺千秋 

 税務課長 渡辺安司 企画課長 渡辺伸一 

 福祉保健課長 渡辺英博 住民課長 渡辺一博 

 振興課長 三浦寿得 会計管理者 佐藤政中 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第７号） 

 日程第４  議案第２１号平成２６年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第３号） 

 日程第５  議案第２２号平成２６年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計補正予算（第４号） 

 日程第６  議案第２３号平成２６年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第４号） 
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 日程第７  議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第３号） 

 日程第８  議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予算 

 日程第９  議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計予算 

 日程第１０ 議案第２７号平成２７年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計予算 

 日程第１１ 議案第２８号平成２７年度鳴沢村介護保険特別会計 

             予算 

 日程第１２ 議案第２９号平成２７年度鳴沢村介護予防支援事業 

             特別会計予算 

 日程第１３ 議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計予算 

 日程第１４ 発委第１ 号鳴沢村議会委員会条例の一部を改正す 

             る条例を定める件 

 日程第１５ 一般質問 

 追加日程第１ 同意第１ 号鳴沢村教育長の任命に同意を求める 

              件 

 日程第１６ 委員会の閉会中の継続調査の件 

 

再開 午後３時００分 

議長（小林茂澄君） 出席議員が定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
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議長（小林茂澄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、

渡邊明雄君、佐藤博水君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（小林茂澄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  平成２６年第４回定例会以降に開かれました一部事務組合議会

に関する事項の報告を求めます。 

  報告者は自席にて報告を行って下さい。 

  鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会、２番 渡邊政司

君。 

２番（渡邊政司君） 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会

についての報告をさせていただきます。 

  １２月１８日木曜日、１４時より招集され、第４回定例会が行

われました。 

  出席者は、議員１５名と、会議事件説明のために執行部２名の

出席がありました。 

  本会議においての会議事件は４件で、まず、会議録署名議員の

指名があり、会期が１８日の１日間と決定されました。 

  内容としましては、議案第１２号組合長等の給与及び旅費条例

の一部を改正する条例を定めること、議案第１３号職員給与条

例の一部を改正する条例を定めることの２件についての専決処

分の承認を求めることについて事務局から説明があり、原案ど

おり可決されました。 

  次に、議案第１４号平成２６年度一般会計歳入歳出補正予算

（第３号）について、事務局から、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ８７９万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億８，６５２万７，０００円とする
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ことについての説明があり、原案どおり可決されました。 

  主な補正の内容は、堆肥舎の雪害保険金４６４万１，０００円

と東京電力への入山鑑札賠償金３３９万９，０００円です。 

  次に、美化協議案第４号平成２６年度美化協会計歳入歳出補正

予算（第３号）について、事務局から、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ５６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３，６１３万円とする補正予算についての説

明があり、原案どおり可決されました。 

  閉会の後、協議会が開催され、マイカー規制についての意見書

を１２月１２日に県に提出したことについての報告がありまし

た。 

  以上で鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会についての

報告を終了いたします。 

議長（小林茂澄君） 次に、富士五湖広域行政事務組合議会、６

番 三浦利雄君。 

６番（三浦利雄君） 富士五湖広域行政事務組合議会についての報

告をさせていただきます。 

  ２月１９日午後２時３０分より本会議が招集され、会議が行わ

れました。 

  会議には、議員１７名と、会議事件説明のため代表理事 堀内

 茂富士吉田市長、小林 優鳴沢村長をはじめとした理事、事

件説明のため執行部の出席がありました。 

  本会議においては、会議録署名議員の指名の後、会期が２月２

０日までの２日間と決定されました。 

  会議事件は、議案第１号平成２７年度一般会計予算、議案第２

号平成２７年度富士五湖ふるさと振興整備事業特別会計予算、

議案第３号富士五湖聖苑特別会計予算の３件でございます。 

  議案第１号一般会計予算は歳入歳出総額１３億７，８６２万９，
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０００円、議案第２号ふるさと振興整備事業特別会計予算は歳

入歳出総額１，１０３万１，０００円、富士五湖聖苑特別会計

は歳入歳出総額９，３７５万２，０００円で、いずれも予算特

別委員会に付託され、同日の本会議後、審議されました。 

  一般会計については、前年度比１億１，１０３万９，０００円、

８．７６％の増です。消防デジタル化事業に係る公債費の増が

主な要因です。 

  富士五胡ふるさと振興整備事業特別会計については、積立金の

減などに伴い、前年度比１，０５１万６，０００円、４８．

８％の減、富士五湖聖苑特別会計については、聖苑建設費に係

る公債費償還終了に伴う減などに伴い、前年度比５，７４８万

３，０００円、３８．０１％の減となっております。 

  以上３件について、審議の結果、翌２０日の本会議でいずれも

可決されました。 

  以上で富士五湖広域行政事務組合議会についての報告を終わり

ます。 

議長（小林茂澄君） 次に、青木が原ごみ処理組合議会、８番 小

林利雄君。 

８番（小林利雄君） 青木が原ごみ処理組合議会についての報告を

させていただきます。 

  ２月１７日午前９時３０分より招集され、会議が行われました。 

  議員８名と、会議事件説明のために富士河口湖町長をはじめ執行

部３人の出席がありました。 

  本会議においては、まず、会期が１７日１日間と決定されました。 

  会議事件は１件で、内容としましては、平成２７年度青木が原ご

み処理組合の一般会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，

６１３万３，０００円と定め、原案のとおり可決されました。 

  以上で青木が原ごみ処理組合議会についての報告を終了します。 
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議長（小林茂澄君） 次に、青木ヶ原衛生センター議会、４番 佐

藤博水君。 

４番（佐藤博水君） 青木ヶ原衛生センター議会についての報告を

させていただきます。 

  平成２７年２月１７日、１１時より招集され、平成２７年青木

ヶ原衛生センター第１回議会定例会が富士河口湖町役場において行

われました。 

  議員１１名と、会議事件説明のために、富士河口湖町長 渡辺凱

保管理者、鳴沢村長 小林 優副管理者をはじめ執行部７人の出席

がありました。 

  本会議においての会議事件は３件で、会議録署名議員の指名があ

り、会期が１７日の１日間と決定されました。 

  次に、議案第１号平成２７年度青木ヶ原衛生センター一般会計歳

入歳出予算の議定についての件で、歳入歳出それぞれ５，６６３万

８，０００円で原案のとおり可決し、閉会しました。 

  以上で青木ヶ原衛生センター議会についての報告を終了いたし

ます。 

議長（小林茂澄君） 次に、山梨県後期高齢者医療広域連合議会、

１番 小林昭一君。 

１番（小林昭一君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会について

の報告をさせていただきます。 

  平成２７年第１回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会が

２月１７日午後２時３０分より開催されました。 

  議員２５名と、会議事件説明のために広域連合長 石井由己雄

君をはじめ執行部及び事務局１１名の出席がありました。 

  会期は２月１７日１日間と決定されました。 

  会議事件は７件で、内容としましては、山梨県後期高齢者医療

広域連合議会運営委員の選任について、これは議長による指名
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推選で、５番 古見金弥君、１２番 川口信子君の２名が指名

され、選任されました。 

  次に、山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部

を改正する条例の制定について。 

  これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の施行により、特定個人情報保護評価につ

いても審査、点検が可能となるよう、本条例の一部を改正する

ものです。 

  挙手全員で原案のとおり可決することに決定しました。 

  次に、山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時

特例基金条例の一部を改正する条例の制定について。 

  これは、保険料軽減特例が継続されることとなったため、条例

の効力の期限を平成２８年３月３１日まで延長するため、本条

例の一部を改正するものです。 

  要旨ですが、後期高齢者医療制度に係る保険料軽減特例は、国

の後期高齢者医療制度臨時特例交付金を基金に受け入れ、これ

を財源として運営されています。平成２７年１月１４日、平成

２７年度政府予算案が閣議決定され、後期高齢者医療制度に係

る予算措置として、これまで同様、保険料軽減特例が継続され

ることとなりました。これに基づき、後期高齢者医療制度臨時

特例基金条例の期限を１年間延長するものです。 

  挙手全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  次に、平成２６年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計補

正予算（第２号）について。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ増額・減額せず、歳

出の予算についての組み替えの補正を行うものです。 

  歳出の補正でありますが、総務費、１項総務管理費において、

職員時間外勤務手当と職員給与等負担金の不足分、合わせて３
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８０万１，０００円を増額し、諸支出金、１項基金費において、

その増額分３８０万１，０００円を減額するものです。歳出合

計は４億８，９７３万２，０００円です。 

  挙手全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  次に、平成２６年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について。 

  これは、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４５万６，

０００円を減額し、それぞれ９５２億５，９５８万２，０００

円とするものです。 

  これは、挙手全員で原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

  次に、平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計予

算について。 

  これは、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億８，０４

１万６，０００円であり、前年度と比較して１，２７０万９，

０００円の増額となっています。 

  挙手全員で原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  次に、平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計予算について。 

  歳入歳出それぞれ９６３億９，３０３万２，０００円であり、

前年度と比較して２３億１，６７８万円の増額となっています。 

  特別会計につきましては、被保険者からの保険料、国・県・市

町村からの負担金及び支払基金からの支援金などを財源として、

医療給付を主に行っています。市町村負担金は合計で１５４億

３１５万３，０００円で、前年度より２億７，０７０万１，０

００円の増額であり、約１．７％の伸びとなっています。これ

は、医療給付費の増加、また被保険者の増加によるものです。 

  挙手多数で議案第６号は原案のとおり可決いたしました。 
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  以上で平成２７年第１回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定

例会についての報告を終了いたします。 

（「議長、暫時休憩をお願いします」の声あり） 

議長（小林茂澄君） ここで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後３時１７分 

 

再開 午後３時１８分 

 

議長（小林茂澄君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

  次に、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、その

報告を求めます。議会運営委員長 渡辺久男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） 議会運営委員会開催の報告をさせ

ていただきます。 

  本日午後２時３０分より、議員控室において議会運営委員会を

開催いたしました。 

  出席者は、委員全員と議長、議案説明のために議会事務局書記

の出席がありました。 

  委員会で決定された事項については次の１項目です。 

  １、本日の本会議での追加事件の取り扱いは、追加日程として

議題とすること。 

  以上であります。 

  以上で本日開催されました議会運営委員会の報告を終了いたし

ます。 

議長（小林茂澄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第２０号平成２６年度鳴沢村一般会計補正

予算（第７号） 
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◎日程第４ 議案第２１号平成２６年度鳴沢村国民健康保険 

            特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第５ 議案第２２号平成２６年度鳴沢村簡易水道事業 

            特別会計補正予算（第４号） 

◎日程第６ 議案第２３号平成２６年度鳴沢村介護保険特別 

            会計補正予算（第４号） 

◎日程第７ 議案第２４号平成２６年度鳴沢村後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号） 

議長（小林茂澄君） 日程第３、議案第２０号平成２６年度鳴沢村

一般会計補正予算（第７号）から日程第７、議案第２４号平成

２６年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）ま

での５件を一括して議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 渡邊明雄君。 

予算決算常任委員長（渡邊明雄君） 今定例会におきまして予算決

算常任委員会に付託された議案第２０号平成２６年度鳴沢村一

般会計補正予算（第７号）から議案第２４号平成２６年度鳴沢

村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）までの５議案に

つきまして、審査いたしました経過と結果についてご報告申し

上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、去る３月１０日に開

催し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された５議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 
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議長（小林茂澄君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員をもって構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでお

りますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２０号から議案第２４号までの５件を一括して

採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。議案第２０号か

ら議案第２４号までの５件は委員長の報告のとおり可決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（小林茂澄君） 起立全員です。 

  したがって、議案第２０号から議案第２４号までの５件は原案

のとおり可決することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８  議案第２５号平成２７年度鳴沢村一般会計予 

             算 

◎日程第９  議案第２６号平成２７年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計予算 

◎日程第１０ 議案第２７号平成２７年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計予算 
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◎日程第１１ 議案第２８号平成２７年度鳴沢村介護保険特 

             別会計予算 

◎日程第１２ 議案第２９号平成２７年度鳴沢村介護予防支 

             援事業特別会計予算 

◎日程第１３ 議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者 

             医療特別会計予算 

議長（小林茂澄君） 日程第８、議案第２５号平成２７年度鳴沢村

一般会計予算から日程第１３、議案第３０号平成２７年度鳴沢

村後期高齢者医療特別会計予算までの６件を一括して議題とい

たします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長、渡邊明雄君。 

予算決算常任委員長（渡邊明雄君） 今定例会におきまして予算決

算常任委員会に付託された議案第２５号平成２７年度鳴沢村一

般会計予算から議案第３０号平成２７年度鳴沢村後期高齢者医

療特別会計予算までの合計６議案につきまして、審査いたしま

した経過と結果についてご報告申し上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、去る３月１２日及び

１３日並びに１６日に開催し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された６議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、村当局におかれましては、審査の過程で委員各位より出

された質疑、意見等について、十分に予算執行に活かされるよ

う一層の努力をお願いするものであります。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 
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議長（小林茂澄君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員をもって構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでお

りますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから一括して討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２５号から議案第３０号までの６件を一括して

採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。議案第２５号か

ら議案第３０号までの６件は委員長の報告のとおり可決とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（小林茂澄君） 起立全員です。 

  したがって、議案第２５号から議案第３０号までの６件は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 発委第１号鳴沢村議会委員会条例の一部を改 

            正する条例を定める件 

議長（小林茂澄君） 日程第１４、発委第１号鳴沢村議会委員会条

例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。議会運

営委員長 渡辺久男君。 
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議会運営委員長（渡辺久男君） 発委第１号鳴沢村議会委員会条例

の一部を改正する条例を定める件について提案理由をご説明申

し上げます。 

  教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者、新教育長を置

くことなどを内容とする地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律とあわせ、地方自治法第１２１条、

長及び委員長等の出席義務が改正されたことに伴い、条例改正

を行うものであります。 

  改正点は、第１９条、出席説明の要求として、「教育委員会の

委員長」を「教育委員会の教育長」へ改正するものであります。 

  また、附則として、施行期日は平成２７年４月１日からとする

こと、また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律附則第２条第１項の場合においては、この条例

による改正後の第１９条の規定は適用せず、この条例による改

正前の第１９条の規定は、なおその効力を有するとするもので

あります。 

  この附則第２条につきましては、旧教育長に関する経過措置と

なるもので、この法律の施行の際、現に在職する教育委員会の

教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお

従前の例により在職するものであります。 

  以上で発委第１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  本議案は委員会提出議案でありますので、会議規則第３６条第

２項の規定により委員会付託は省略いたします。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより発委第１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 一般質問 

議長（小林茂澄君） 日程第１５、一般質問を行います。 

  ここで、一般質問通告取り下げの報告をいたします。 

  ３月６日に佐藤博水君から通告のありました「防災計画の見直

し内容と住民への周知状況について」の質問は、本人より通告

取り下げの申し出がございましたので、これを許可いたしまし

た。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。  

  渡邊政司君からの村への定住人口増加策についての質問を許し

ます。２番 渡邊政司君。 

２番（渡邊政司君） 村への定住人口増加策について村長に伺いま

す。 

  やまなし暮らし支援センターを通じて県内への移住を求める人

が増えているとの報道がありました。昨年度は長野県を追い越

して、都内から移住したい県１位へと躍進しています。 

  やまなし暮らし支援センター開設の２年目の１４年度１月末ま

でに、１７３人、８６世帯が移住を決定したとのことです。 

  支援センター開設当初は、定年退職後に田舎暮らしを望むリタ

イア組からの希望が多かったが、最近では、山梨県内の良好な

生活環境で子育てをしたいという若年世帯が増加傾向にありま
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す。 

  人口増加に向けて、村からも子育て支援策等の移住に必要な情

報を支援センターに提供しているのでしょうか。 

  また、都内からの移住希望者について、ニーズを調査して移住

希望者を受け入れるというお考えはありますでしょうか。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊政司議員の質問にお答えします。 

  やまなし暮らし支援センターのホームページの中で、関連リン

クとして市町村の情報が掲載されています。この中に鳴沢村で

も掲載を依頼し、ＵターンやＩターンの希望者への支援制度の

紹介を行っています。 

  具体的な内容は、子育てに関する支援制度として、子ども医療

費助成、水痘及び流行性耳下腺炎予防接種助成、保育所３歳児

以上児主食代助成、第３子以降の出産祝い金助成、チャイルド

シート購入補助のほか、合併処理浄化槽設置補助や生活習慣病

検診及び人間ドッグ精密検査補助、環境対策施設設置補助の紹

介を行っております。また、鳴沢村の魅力を発信しています。 

  今後も、助成制度の改正や追加などが発生した場合は、速やか

に情報の更新を行い、最新情報の提供に努めていきたいと考え

ております。 

  ニーズ調査については、来年度、鳴沢村総合戦略を策定するに

当たり、高校生から３０歳代を対象とした結婚、出産、就職等

に関する調査や、地元出身者を対象としたＵターン希望調査、

また、転出者を対象とした転出理由や今後のＵターン希望等の

アンケート調査を実施する予定であります。 

  都内からの移住希望者のニーズ調査に関しては、やまなし暮ら

し支援センターにおいて保有している、これまでの移住相談に

おける移住希望者の考え方やニーズなどについての情報を提供



－７３－ 

していただくのが最も効率的であると考えておりますので、村

独自の調査は予定しておりません。 

  移住希望者の受け入れについては、まず、移住者受け入れのた

めの体制づくりが必要であると考えております。体制を整備す

るには、住居や雇用の確保、子育て支援等、さまざまな分野で

の対応が必要となります。 

  例えば住居に関しましては、本村には公営住宅がなく、空き家

調査なども実施していないこともあり、住居に関する対策は今

後検討していく必要があります。 

  空き家については、村の地域性として、持ち家を貸したりする

ことに抵抗感がある方も多いようであり、空き家の活用は難し

いのではないかという懸念もあります。 

  総合戦略を策定していく中で、このような村の地域性も踏まえ

て、鳴沢村に合った事業を選択し、受け入れ体制を検討してい

きたいと考えております。 

  また、ニーズがあるからといって、それに全て対応し、受け入

れしていくという考えは余り現実的ではなく、得策であるとも

言いがたいのではないかと思います。 

  鳴沢村は、富士山の麓にあり、すばらしい自然環境に恵まれて

いながらも、都心からそれほど遠くないという好立地ではあり

ますが、冬場の寒さは厳しく、雪もそれなりに降り、生活には

車が欠かせないという、都会の方にとってはある意味過酷な不

便な点もあります。地域活動に参加していただくこともありま

す。 

  誰でもいいから来てもらおうというスタンスではなく、そのよ

うな面があることもしっかり情報提供し、理解していただいた

上で移住していただくことが定住につながるのではないかと考

えております。 
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  現実的な、鳴沢村に合った独自の体制をつくり、鳴沢村での生

活というものを理解していただいて、移住者を受け入れていき

たいと思っております。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（小林茂澄君） ２番 渡邊政司君。 

２番（渡邊政司君） この間、「富士五湖の人口拡大へのチャレン

ジ」というところに出席しまして、いろいろな案、それを聞い

てきました。 

  移住体験ができれば、鳴沢村に定住を決意する方も増えると私

は考えます。ハードルは高いと思いますが、空き家や別荘等を

活用して、実際に移住体験できる場の促進をよろしくお願いい

たします。 

  以上で質問を終わります。 

議長（小林茂澄君） 続いて、近隣都市との交流による観光振興・

災害時の相互支援体制の構築についての質問を許します。２番

 渡邊政司君。 

２番（渡邊政司君） 近隣都市との交流による観光振興・災害時の

相互支援体制の構築について村長に伺います。 

  企業誘致も思うように進まない中、村が単独で存続するために

は、他の自治体と交流を深めて村を活性化していく必要がある

と考えます。 

  北杜市では、来年度、全国の７市町と地域振興や観光面で連携

していく自治体同盟を結成し、地域の特産品を活かした地域振

興や物産展や観光ツアーなどの事業を共同開催していく予定で

す。 

  また、富士河口湖町では、東京都の中央区を含めた４つの自治

体と相互支援協定を既に結んでいます。協定では、災害時に行

政などが食料や水、生活必需品などを提供するほか、職員や避
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難者のための施設も提供することになっています。 

  身近な富士山の噴火や首都直下型地震、東海地震の発生が予測

される中、互いに支援できる体制を早急に整える必要がありま

す。 

  村の観光振興や災害時の支援体制を強化することを考えて、他

の自治体と互いに支援できる体制や交流を深めていくお考えは

ありますでしょうか。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊政司議員の質問にお答えします。 

  まず１点目の防災の面での協定については、平成２４年第２回

鳴沢村議会定例会一般質問で田中 稔議員からの質問でお答え

したとおり、富士北麓地域の消防相互応援協定や環富士山火山

防災連絡会の災害時相互応援協定、富士箱根伊豆交流圏市町村

ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書を

締結しております。 

  相互応援協定を締結する場合、災害は常に日本中で起こる可能

性があることや過去の富士山噴火形態の多様さなども考慮しな

ければなりません。 

  また、別荘地区を抱える当村にとって特定の市町村と避難先を

締結することが果たしてベストであるかということも考えなけ

ればなりません。 

  相互応援協定の締結も含めて、慎重に検討していきたいと考え

ております。 

  それと、締結すると、相手も災害に遭ったときは、こちらから

もそれなりの応援体制をつくらなければならないということも

考えなければならず、それだけのこちらからの人員等の配置が

できるかどうかも不安であります。 

  次に、観光振興の連携ですが、北杜市は、平成２２年、隣接す
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る長野県富士見町と同県原村とで組織する「八ヶ岳観光圏」の

認定を観光庁から受け、北杜市など３市町村、観光商工団体な

どで構成する八ヶ岳観光圏整備推進協議会が主体となり、区域

内の関係者と連携し、魅力ある観光地づくりを進めてきたそう

です。 

  さらに、昨年、観光庁による観光圏の整備事業において認定を

受けた全国の観光圏が、観光圏推進協議会を新たに立ち上げま

した。 

  北杜市が単独で他市町村と連携するのではなく、全国１０観光

圏で構成されるこの協議会を通し、情報を共有し、課題改善に

向けて検討していくことを目的としているとのことでした。 

  渡邊政司議員もご存じのとおり、当地域も「富士山・富士五湖

観光圏」として平成２０年８月に認定を受け、５年間、国の補

助金を受け、富士五湖地域の各市町村が課題を出し合い、連携

し、観光振興を進めてきました。 

  しかしながら、平成２４年１２月、観光圏の次のステージとし

て今後は、地域内の着地型旅行商品の提供者、宿泊施設、飲食

店、商工業者等と市場、旅行会社、旅行者をつなぐ民間事業体

での受け皿と着地型商品、観光地から発信する商品、例えば地

元の人しか知らないような穴場、楽しみ方の企画・販売をする

人材育成が求められました。 

  富士五湖地域では、受け皿となる組織の構築が難しく、マネジ

メントを行う人材の発掘が地域になじまない事情から、５ヶ年

の整備期間終了に当たり、平成２６年３月をもって富士山・富

士五湖観光圏整備推進協議会を解散した経緯があります。 

  八ヶ岳観光圏は、地域を取りまとめる従来の団体を母体として

新組織を立ち上げ、運営を行い、行政は財政的支援を行ってい

るのみと伺いました。 
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  村の職員数は少なく、観光担当職員もほかの業務と兼務でそれ

ぞれの事務を処理している状況であります。 

  当村にも観光業者で構成されている鳴沢村観光協会が組織され

ております。村観光協会の積極的な事業活動を進めていただき、

観光協会を通じての地域交流や連携を進めてもらうようにお願

いする考えでもあります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（小林茂澄君） ２番 渡邊政司君。 

２番（渡邊政司君） 近隣の市町村では、道志村では横浜市、また

山中湖村では足立区、忍野村では杉並区、あと栃木県の壬生町、

それと富士吉田市では信濃町と相互支援協定を結んでおります。 

  富士山噴火時の近隣市町村というのは、被災することになりま

す。相互支援体制は大変難しいと思います。他の地区との相互

支援体制づくりをぜひお願いいたします。 

  また、先ほど、富士五湖地域では組織の構築が難しくて解散し

たということですけれども、村の観光協会が同じような立場に

立ってうまくいくとのお考えでしょうか。 

  村長の考えをよろしくお願いします。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） これは、村だけの問題でなく富士五湖一体の

問題ですので、村からは、鳴沢村観光協会へはある程度の補助

をしたり応援をしたりしております。 

  それで、またほかの事業等を考えていただければ、またそのと

きに考えようと思っております。 

  以上です。 

議長（小林茂澄君） ２番 渡邊政司君。 

２番（渡邊政司君） 大変難しい問題だと思います。村の観光協会

だけでは、どちらにしろうまくそういった活動はできないんじ
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ゃないかと思います。 

  ぜひ村のほうからも、支援体制を構築して協力していただける

ようお願いいたします。 

  以上です。 

議長（小林茂澄君） 以上で渡邊政司君の一般質問を終わります。 

  次に、消防団員の待遇改善についての質問を許します。８番 

小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 消防団員の待遇改善について村長に伺います。 

  富士山の噴火、東海地震などの発生が大変懸念されています。

鳴沢村では長年の懸案事項だった消防自動車が更新され、また、

ポンプ小屋も耐震設計された強い建物に新築されました。 

  村の消防団員は働き盛りの若者です。しかし、村のために奉仕

の精神で出動し、活動しています。大変ありがたく、感謝して

います。 

  消防団員の出動手当は、条例で１回の出動につき１，０００円

と決まっております。この条例は昭和５１年に制定され、その

当時の１，０００円は大きな価値があったものと思います。現

在では、アルバイト１時間当たりの賃金額です。 

  さまざまな考えはあると思いますが、困ったときに頼りになる

消防団員の出動手当額を時代に合った金額に見直すべきです。 

  近隣市町村との歩調を合わせるなど、ある程度調整しているか

もしれませんが、これらのような消防団員の待遇改善を鳴沢村

が見本となって行っていくことを期待します。その考えはあり

ますか。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 村の副団長であります小林利雄議員さんから

の質問で、消防団員の待遇改善についてというご質問でありま

すが、現在、鳴沢村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関
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する条例第１３条にのっとり、出動手当として１回当たり１，

０００円と、年度末には分団長の報酬として５万円、副分団長

の報酬として３万円、班長１人当たりの報酬として２万円、団

員１人当たりの報酬として３，０００円を分団ごとに、第一分

団３３万６，０００円、第二分団２８万４，０００円の合計６

２万円を支給しており、その他にも、年度当初に両分団への補

助金として第一分団９４万５，０００円、第二分団８０万５，

０００円の計１７５万円を支給しており、１分団当たりの支給

額としては、周辺市町村の中でも手厚い待遇となっていると考

えております。 

  また、周辺市町村の出動手当は、１，０００円が３自治体、１，

２００円が１自治体、１，７００円が１自治体となっておりま

す。 

  この条例は昭和５１年に制定された条例であり、その時と比べ

て人口減少、高齢化社会等、社会情勢の変化とともに、消防団

員の勧誘を断ることや消防団員になっても訓練に参加しない団

員がいるなど、当時では考えられなかった問題が表面化してお

ります。 

  出動手当を増額してもこれらの問題の根本的な解決にはならな

いのではないかとも思いますが、まず消防団に入団してもらう

ことが必要であり、そのための一つの手法としては考えられる

と思われるため、必要性を検討するとともに、総務教育厚生常

任委員会等でもご検討をしていただければと考えております。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（小林茂澄君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 一昨年成立した消防団を中核とした地域防災

力充実強化法により、設備、備品は充実しました。 

  自民党消防議員連盟総会において、消防団についての普通交付
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税措置平成２７年度案として、団員報酬１人年間３万６，５０

０円、１回当たりの出動手当７，０００円、消防団の入団促進

に係る経費等を政府に要求するとの情報も入っております。 

  できるだけ早く待遇改善することを期待し、質問を終了します。 

議長（小林茂澄君） 続いて、女子プロゴルフ大会への応援と村の

ＰＲ強化についての質問を許します。８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 女子プロゴルフ大会への応援と村のＰＲ強化

について村長に伺います。 

  鳴沢村にはゴルフ場が本コース３ヶ所、ショートコース３ヶ所

があり、多くの従業員が働き、また税金収入も多くあります。 

  村では体育協会やゴルフ教室に補助金を出してスポーツ振興を

図り、村民もゴルフに関心を持っております。 

  本年夏に、鳴沢ゴルフ倶楽部で女子プロゴルフ大会が開催され

ます。村の名前が新聞やラジオ、テレビ等に出て、村の知名度

は上がります。また、大きな経済効果もあると思います。 

  大会が成功して、これからもこの大会が鳴沢村で開催されるよ

うに、村で最大級の応援をすべきだと思いますが、村長の考え

を聞かせてください。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 小林利雄議員の質問の前に、まず、この女子

プロの大会実施要項を読み上げます。 

  大会名称は「大東建託・いい部屋ネットレディス」という大会

であります。 

  主催は大東建託株式会社、公認は一般社団法人日本女子プロゴ

ルフ協会、後援はいろいろで、その中で企画運営は株式会社東

急エージェンシー。 

  それで、開催期間が平成２７年７月３１日金曜日、８月１日土

曜日、２日日曜日の３日間、鳴沢ゴルフ倶楽部で開催される予
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定です。１日目、２日目が予選、３日目が上位５０人タイまで

の決勝ラウンドということで、賞金総額が８，０００万円、優

勝賞金は１，４４０万円ということを伺っております。 

  それで、小林利雄議員の質問のように、鳴沢村には多くのゴル

フ場があり、夏場の涼しい自然環境を利用し、生涯スポーツと

してのゴルフに親しまれている人が数多くおります。このよう

な環境に着目され、鳴沢のゴルフ場でプロゴルフトーナメント

が行われることは、大変喜ばしいことであります。 

  このような大会が開催されることで多くの方に鳴沢村を知って

いただくため、もしも依頼があれば、各種施設等にポスターを

掲示するなどの大会周知に協力して、また、村のＰＲにも努め

ていきたいと考えております。 

  また、鳴沢村体育施設は、夏の涼しい環境での合宿目的での利

用者が、７月中旬から９月上旬までほぼ毎日利用している状況

であります。利用者の多くはリピーターであり、既に民宿には

仮予約が入っていると伺っております。 

  また、７月後半から、農作業をはじめ観光業にとっても一番忙

しい時期であり、幹線道路である国道をはじめ、村内の道路の

渋滞も懸念されるところであります。 

  村民の皆様には、議員さん方からのご指導をいただき、村内挙

げての歓迎をしていただければと考えておりますが、今大会の

成功が来年、再来年の大会につながればと考えておりますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  それと、村に対しては、大会会長の大東建託の副社長の名前で、

「地元山梨県鳴沢村及び周辺エリアの自然環境の美しさ、すば

らしさを全国の皆様に知っていただくよい機会であると考えて

おりますので、どうか本大会へご後援をいただくことと大会名

誉顧問への就任をご承諾ください」、この文書が入っておりま
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すので、これは受諾したいと考えております。 

  以上です。 

議長（小林茂澄君） ８番 小林利雄君。 

８番（小林利雄君） 景気回復が思うように進まず、企業誘致の話

がないとき、鳴沢村が一番活気があり農作物が多く収穫できる

時期に、経済的に大きい一大イベントが鳴沢村で開催されるこ

とは非常に運のよいことです。 

  これを好機と捉え、長年大会が鳴沢村で開催されるよう応援し

てもらいたいと思います。 

  村長もご承知のとおり、駐車場が不足しておると聞いておりま

す。民宿経営者には他の方法を考えていただき、村民グラウン

ドの開放とその周辺の駐車場を無料で貸し出し、シャトルバス

の運行に補助金を出し、バスの中で鳴沢村の観光、農作物の宣

伝をしたらよいと思います。 

  テレビコマーシャルは１５秒で３００万円以上かかる場合もあ

ると聞いております。３日間、大会開催中、何度も鳴沢村の景

色、地名が放送され、知名度が上がります。道の駅の売り上げ

は増し、観光客も増えると思います。 

  できることを応援して、鳴沢村の発展につながることを期待し、

質問を終了します。 

議長（小林茂澄君） 以上で小林利雄君の一般質問を終わります。 

  次に、少子高齢化に伴う子育て医療費支援についての質問を許

します。３番 渡邊明雄君。 

３番（渡邊明雄君） 少子高齢者化に伴う子育て医療費支援につい

て村長にお伺いいたします。 

  母親の家庭内行動や活動の意欲の高まり、母親の子育て負担感

の増大、父親の子どもとの触れ合いの少なさ等に対処する社会

支援を。また、家庭の教育力、保育力の低下も虐待の増加を招
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いている。その結果として、子どもの育ちにもさまざまな問題

が生じている。 

  このような状況下で、少子化対策の一環として子育て支援の必

要性がある。子育て支援には、教育に関する事柄ばかりではな

く、経済的支援、医療面の支援、労働環境整備、住居、建物、

道路、交通など多岐にわたる支援が含まれ、いずれもその必要

性は高い。 

  その中の医療支援の年齢を１８歳まで支援するところも出てき

ているが、鳴沢村ではいかがですか。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊明雄議員の子ども医療費の助成対象を中

学３年生から１８歳への引き上げについての質問ですが、本村

では、子ども医療費の助成を平成２１年度までは未就学児を対

象に、平成２２年度からは中学３年生までを対象にやってきま

した。 

  県内では、現在２１市町村が中学３年生まで、６市町村が小学

校６年生まで医療費助成を実施しております。 

  最近の報道や近隣市町村の状況を確認したところ、富士川町、

身延町、山中湖村が助成の対象を中学３年生から１８歳へ引き

上げる予算案を３月議会に提出いたしました。また、忍野村で

も６月議会に提出される予定だそうです。 

  また、富士河口湖町、富士吉田市、道志村は、対象を引き上げ

る予定はまだありませんとのことであります。 

  １７４２の国内全ての市区町村で子ども医療費の助成を実施し

ており、このうち１８歳を迎えた年度末までの助成は、通院費

については１５５自治体、入院費については１６４自治体で行

っており、全国の市区町村の約９％となっております。 

  本村の平成２５年度子ども医療費助成事業の０歳から中学３年
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生までの医療費助成額は約１，３００万円で、そのうち山梨県

の補助対象である０歳から５歳までの通院費と６歳までの入院

費の補助金が約２４０万円ですので、残り、村負担分は１，０

６０万円ばかりですが、さらに助成の対象を１８歳まで拡大し

た場合は約３００万円ぐらいの財政負担が必要になるかと思い

ますし、今後、他市町村の動向や財政状況等を見ながら総合的

に検討していきたいと考えております。 

  以上で渡邊明雄議員からの質問の答弁とさせていただきます。 

議長（小林茂澄君） 続いて、鳴沢村の人口減少に伴う後継者育成

についての質問を許します。３番 渡邊明雄君。 

３番（渡邊明雄君） 鳴沢村の人口減少に伴う後継者育成について

村長にお伺いいたします。 

  最近の新聞報道によると、人口減少問題についての村の危機感

は強く感じられております。村内農家の方をはじめ自営業を営

んでいる方も、若者の転出に伴う後継者不足に悩まれていると

いう声をお聞きします。 

  鳴沢村は、自然豊かで気候も住みやすく、交通の利便性もよい

村です。村の人材が後継者となることができれば一番よいと思

いますが、このような村のよいところを強くＰＲし、後継者に

なってくれるような若者を募集することも一つの案としてある

と思います。 

  これらのことを踏まえ、後継者の育成を行う考えはありますか。 

議長（小林茂澄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊明雄議員の質問にお答えいたします。 

  山梨県内の人口が減少傾向にある中、８割に当たる県内２２市

町村の首長が、みずからの自治体の消滅に危機感を抱いている

との報道がありましたが、鳴沢村でも、このまま県外への人口

流出が続いた場合、２０４０年には現在の約２割減の人口とな
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ってしまうとの試算も示されております。個人的には、試算値

を下回るおそれもあるのではないかと非常に危惧しております。 

  人口減少問題につきましては、一自治体での問題をはるかに超

えた、日本全体として取り組んでいかなければならない大きな

問題であると考えております。 

  質問の中で、農家や自営業の後継者不足に対する取り組みにつ

いてどのような考えがあるかとのことですが、これは非常に難

しい問題であります。 

  自営業者の後継者不足でありますが、新聞報道にもありますよ

うに、後継者不足のみならず、村全体にとって人口減少が予想

されています。 

  農家の後継者不足に関しては、まず第一に所得の問題があると

思います。鳴沢村の農家の所得状況を確認いたしましたが、給

与所得者と比較する中で、かなり低い所得水準となっておりま

す。このような状況は３０年ぐらい続いており、その結果、専

業農家が年々減少しておると思われます。 

  所得の改善がなされない以上、後継者が育つわけもなく、現在

農業を行っている方も、自分の息子には自分のような苦労をさ

せたくないと思い、違う職業についてもらいたいというのが本

音だと思います。 

  いくら行政側で農業後継者を育成したいと言っても、最終的に

は経済的に成り立つかどうかが問題となります。経済的にも高

収入が見込まれる明るい将来展望が望めるような農業であれば、

おのずと後継者は育っていくわけであります。 

  青年就農給付金制度などのさまざまな補助金制度もありますが、

あくまでも一時的な財政支援であり、恒久的な支援策はありま

せん。 

  また、自営業の後継者不足の問題ですが、村内にも小売業やサ
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ービス業、製造業といった業種がありますが、小売業において

は、近隣市町に大型店やチェーン店が数多く進出しており、品

数の豊富さ、価格の安さという点から、住民のほとんどが村外

の店舗を利用しておるのが実情であります。村内での買い物は

非常に少ないものとなっております。農業同様、村内自営業者

も非常に厳しい経営状況であると思います。 

  このような中、現在、国は重要施策として地方創生を進めてお

ります。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略を作成し、地

方における安定した雇用創出、地方への新しい人の流れ、子育

て環境の充実を図っていく方針を発表しております。 

  鳴沢村でも、国の情報支援、人的支援、財政支援を受けながら、

地方版総合戦略を作成し、活力ある村づくりを行っていく所存

であります。 

  この総合戦略の中においては、農業問題、後継者対策を含む雇

用問題は当然重要課題として検討していくこととなります。庁

舎内でも、課を横断して検討し、効果的な施策を実施していき

たいと考えておりますので、行政の両輪であります議会の皆様

にもさまざまな知恵やご協力、ご指導をしていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（小林茂澄君） ３番 渡邊明雄君。 

３番（渡邊明雄君） 村長の危機感を非常に強く感じるところでご

ざいます。 

  国も地方創生というようなテーマをして、資金の面とかいろい

ろな状況もあると思いますので、我々議員としてもいろいろな

提案ができればいいなと思います。 

  なかなか厳しい難しいことですけれども、正面から真剣に取り

組んでいけば必ずいい案が出てくると思います。よろしくお願

いします。 
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  以上です。 

議長（小林茂澄君） 以上で渡邊明雄君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

議長（小林茂澄君） ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時１５分 

 

再開 午後４時１７分 

 

議長（小林茂澄君） 会議を再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小林茂澄君） お諮りいたします。 

  ただいま、鳴沢村長 小林 優君から同意第１号鳴沢村教育長

の任命に同意を求める件が提出されました。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第１として議題にした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、同意第１号鳴

沢村教育長の任命に同意を求める件を日程に追加し、追加日程

第１として議題とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 同意第１号鳴沢村教育長の任命に同意を求 

             める件 

議長（小林茂澄君） 追加日程第１、同意第１号鳴沢村教育長の任

命に同意を求める件を議題といたします。 

  ここで、総務課長 渡辺千秋君から退席の申し出がございまし

たので、これを許可いたします。 

（総務課長 渡辺千秋君 退席） 



－８８－ 

議長（小林茂澄君） それでは、提出者から提案理由の説明を求め

ます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 同意第１号鳴沢村教育長の任命に同意を求め

る件について提案理由をご説明申し上げます。 

  教育委員及び教育長であります小林三郎氏が平成２７年３月３

１日をもって辞職する旨の辞職願が提出されたことに伴い、新

たに任命するものであります。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、

平成２７年４月１日より施行される教育委員長と教育長を一本

化した新教育長として、鳴沢村３３７２番地、渡辺千秋氏を任

命したいと思います。 

  ご存じのように、人格高潔ですぐれた識見を持ち、適任と認め

られますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律による改正後の第４条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

  ご審議の上、同意いただきますようお願い申し上げます。 

議長（小林茂澄君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



－８９－ 

議長（小林茂澄君） 討論なしと認めます。 

  これより同意第１号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

議長（小林茂澄君） 起立全員です。よって、本案は原案のとおり

同意することに決定しました。 

（総務課長 渡辺千秋君 着席） 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（小林茂澄君） 日程第１６、委員会の閉会中の継続調査の件

を議題といたします。 

  議会運営委員長、総務教育厚生常任委員長、建設産業経済常任

委員長、広報常任委員長、鳴沢村地下水資源保護調査特別委員

長から、会議規則第７１条の規定により、委員会の閉会中の継

続調査申出書が提出されております。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（小林茂澄君） 以上で本定例会に付議された案件の審議は全

て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 



－９０－ 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（小林茂澄君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会に

付議された事件について、その整理を議長に委任することに決

定しました。 

  これにて、平成２７年第１回鳴沢村議会定例会を閉会いたしま

す。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後４時２３分 
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